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案しよう ＝ヘの＝ 是供

○
○○不適格な者は除外

・過去に禁固以上の刑に処せられ二

年を経過しない者

・過去に義務違反があり利用契約を

解除され二年を経過しない者等

○提供を受けた場合（※）

・識別行為の禁止

・安全管理措置

･契約内容の遵守

対象となる個人情報
ノ

･個人情報ファイル簿が公表されている

こと（外交上の秘密や犯罪捜査等に係る個人情報は
除外）

･情報公開請求があれば部分開示される
こと（全部不開示となる個人情報（事務事業遂行へ
の支障のおそれなど）は除外）

･行政運営に支障を生じないこと
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￥ 是案についての審査(利用目的、○

管
○

管 安全 I理体制等）○
匿名力 の作 公弓

・基準に基づく適正加工

･個人情報ファイル簿への記載

○苦情処理 ：

(※）提案者以外も提供を受ける

ことが可能

官民を通じて一元的に
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